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○甲府市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則 

平成27年1月26日 

規則第3号 

（趣旨） 

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7年法律第123号。以

下「法」という。）の施行に関し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令（平

成7年政令第429号）及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成7年建

設省令第28号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

（要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告に要する添付書類） 

第2条 省令第5条第4項に規定する規則で定める書類は、省令第5条第1項各号のいずれ

かに掲げる者が行った法第7条の規定による報告に係る建築物の耐震診断の内容が記

載された書類であって、当該耐震診断が法第12条第1項に規定する技術指針事項に適

合したものであることにつき指定評価者（建築物の地震に対する安全性を適切に評価

するための知識及び能力を有する者として山梨県知事が指定する者をいう。以下同

じ。）から証明を受けたものとする。 

（建築物の耐震改修の計画の認定の申請に要する添付書類） 

第3条 省令第28条第2項に規定する規則で定める書類は、法第17条第1項の規定による

認定の申請に係る建築物の耐震改修の計画が同条第3項第1号の国土交通大臣が定め

る基準に適合していることにつき指定評価者が証明した書類とする。 

（建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請に要する添付書類） 

第4条 省令第33条第1項に規定する規則で定める書類は、法第22条第1項の規定による

認定の申請に係る建築物が法第5条第3項第1号に規定する耐震関係規定に適合してい

ることにつき建築士（建築士法（昭和25年法律第202号）第2条第1項に規定する建築

士をいう。）が耐震関係規定適合証明書（第1号様式）により証明した書類とする。 

2 省令第33条第2項第1号及び第2号に規定する規則で定める書類は、法第22条第1項の

規定による認定の申請に係る建築物が同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合

していることにつき指定評価者が証明した書類とする。 

（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請に要する添付書類） 
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第5条 省令第37条第1項第3号に規定する規則で定める書類は、法第25条第1項の規定に

よる認定の申請に係る建築物が同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合してい

ないことにつき指定評価者が証明した書類とする。 

（指定評価者が耐震診断に関与した場合） 

第6条 指定評価者は、法第7条の規定による報告又は法第17条第1項、第22条第1項若し

くは第25条第1項の規定による認定の申請に係る建築物の耐震診断に関与したときは、

当該建築物について、第2条から前条まで（第4条第1項を除く。）に規定する証明を

することができない。 

（公表） 

第7条 市長は、指定評価者の名称及び主たる事務所の所在地をインターネットの利用

その他の適切な方法により公表するものとする。 

（委任） 

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

2 第2条及び第6条の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に

耐震診断を行う建築物について適用する。 

（要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果を証するものとして規則で定める

書類等） 

3 省令附則第3条において準用する省令第5条第4項の規則で定める書類は、同条第1項

各号のいずれかに掲げる者が行った法附則第3条第1項の規定による報告に係る建築

物の耐震診断の内容が記載された書類であって、当該耐震診断が法第12条第1項に規

定する技術指針事項に適合したものであることにつき指定評価者から証明を受けた

ものとする。 

4 指定評価者は、法附則第3条第1項の規定による報告に係る建築物の耐震診断に関与

したときは、当該建築物について、前項に規定する証明をすることができない。 

5 前2項の規定は、施行日以後に耐震診断を行う建築物について適用する。 
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